
� �
○ 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改
正する規則 (給 与 福 利 室) �� �

○ あらたに土地を生じたことを確認した旨の届出 (市町行財政室) �
○ 字の区域を変更する旨の届出 ( 同 ) �
○ 有害な興行の指定 (青少年・私学室) �
○ 介護保険法の規定による指定介護療養型医療施設の指定辞退の届出 (長 寿 社 会 室) �
○ 大規模小売店舗立地法の規定による意見の概要 (観光・交流室) �
○ 大規模小売店舗立地法の規定による県の意見の概要 ( 同 ) �
○ 同件 ( 同 ) �
○ 道路の区域変更及びその関係図面の縦覧 (維 持 管 理 室) �
○ 道路の供用開始及びその関係図面の縦覧 ( 同 ) �
○ 都市計画事業の認可 (都 市 政 策 室) �
○ 証紙の販売所の新設の承認 (出 納 局) �
○ 証紙の販売所の名称を変更する旨の届出 ( 同 ) �
○ 証紙の販売所を廃止する旨の届出 ( 同 ) �� � � �
○ 公職選挙事務執行規程の一部を改正する告示 (選挙管理委員会) �� � � �
○ 三重県政務調査費の交付に関する条例施行規程 (県 議 会) ��������
○ 監査結果に対する措置の公表 (監 査 委 員) ��� �
○ 土地改良区役員の就任の届出 (農 地 調 整 室) ��
○ 同件 ( 同 ) ��
○ 土地改良区役員の退任及び就任の届出 ( 同 ) ��
○ 土地改良区の定款変更の認可 ( 同 ) ��
○ 同件 ( 同 ) ��
○ 同件 ( 同 ) ��
○ 換地計画を定めた旨及びその関係書類の縦覧 ( 同 ) ��
○ 都市計画事業の事業計画の変更の認可 (下 水 道 室) ��
○ 都市計画の図書の写しの縦覧 (都 市 政 策 室) ��
○ 同件 ( 同 ) ��
○ 同件 ( 同 ) ��
○ 同件 ( 同 ) ��
○ 同件 ( 同 ) ��
○ 同件 ( 同 ) ��
○ 同件 ( 同 ) ��������
○ 一般競争入札を行う旨 (出 納 局) ��
○ 同件 ( 同 ) ��
○ 同件 ( 同 ) ��
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平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (�)
� � ����������������������������県 章



� � � �
○ 企画提案書の募集 (勤労・雇用支援室) ��

����������
地方自治法 (昭和��年法律第��号) 第�条の�第�項の規定により､ 鳥羽市の区域内において､ 次のとおりあ
らたに土地を生じたことを平成��年�月��日確認した旨､ 鳥羽市長から届出がありました｡
平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 鳥羽市答志町字蜻蛉����の�､ ����､ ����の�､ 字千賀石����の地先公有水面埋立地�,���.��平方メートル� 鳥羽市小浜町字城山���の�､ ���の�､ 字里���の�､ ���の��､ ���の��､ ���の��､ ���の��､ ���の��､ ���
の�､ ���の�､ ���の�､ ���の�､ ���の�､ ���､ ���の�､ ���の�､ ���の�､ ���､ 字網ノ浜���の��の地
先公有水面埋立地��,���.��平方メートル� 鳥羽市小浜町字網ノ浜���の��の地先公有水面埋立地�,���.��平方メートル����������
地方自治法 (昭和��年法律第��号) 第���条第�項の規定により､ 鳥羽市の区域内において､ 次のとおり字の

区域を変更する旨､ 鳥羽市長から届出がありました｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 鳥羽市答志町字蜻蛉に編入する区域

鳥羽市答志町字蜻蛉����の�､ ����､ ����の�､ 字千賀石����の地先公有水面埋立地�,���.��平方メートル� 鳥羽市小浜町字里に編入する区域

鳥羽市小浜町字城山���の�､ ���の�､ 字里���の�､ ���の��､ ���の��､ ���の��､ ���の��､ ���の��､ ���
の�､ ���の�､ ���の�､ ���の�､ ���の�､ ���､ ���の�､ ���の�､ ���の�､ ���､ 字網ノ浜���の��の地
先公有水面埋立地��,���.��平方メートル� 鳥羽市小浜町字網ノ浜���の��の地先公有水面埋立地�,���.��平方メートル

……………………………………………………………………………

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(�) � �
� �

議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し

ま す 。
平 成 十 九 年 四 月 二 十 七 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦����������
議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 ( 昭 和 四 十 三 年 三 重 県 規 則 第 九 号 ) の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 七 条 第 一 項 中 第 四 号 を 削 り 、 第 五 号 を 第 四 号 と し 、 第 六 号 か ら 第 十 九 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。

第 十 九 号 様 式 中

改 め る 。
附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

｢ 休 養

を

アフターケア ｣
｢ アフターケア ｣ に



����������
三重県青少年健全育成条例 (昭和��年三重県条例第��号) 第��条第�項の規定により､ 有害な興行として次の

とおり指定しました｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

����������
介護保険法 (平成�年法律第���号) 第���条の規定により､ 次のとおり指定介護療養型医療施設から指定辞退
の届出がありました｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦����������

大規模小売店舗立地法 (平成��年法律第��号) 第�条第�項の規定による届出に対して同法第�条第�項の規
定によりいなべ市から聴取した意見について､ 同条第�項の規定により公告します｡
平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 大規模小売店舗の名称及び所在地

マックスバリュ北勢店

いなべ市北勢町阿下喜����番地�外�筆� いなべ市から聴取した意見

なし� 意見の縦覧場所

三重県農水商工部観光局観光・交流室

四日市農林商工環境事務所� 意見の縦覧の期間及び時間

平成��年�月��日から同年�月��日まで
開庁日の午前�時から午後�時まで����������
大規模小売店舗立地法 (平成��年法律第��号) 第�条第�項の規定に基づき､ 同条第�項の規定により川越町

から聴取した意見及び同条第�項の規定により述べられた意見に配意し､ 及び指針を勘案しつつ､ 当該届出に係
る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地から､ 次の大規模小売店舗については意見を有しない旨

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (�)
番号 区 分 興 行 名 配 給 会 社 名 等

指 定
年 月 日

指 定 理 由�� 映画 性欲診察 白衣のままで 新 東 宝 映 画 平成��年�月��日 著しく性的感
情を刺激する
ため､ 青少年
に観覧させる
ことがその健
全な育成を阻
害すると認め
られる｡

�� 映画
密通恋女房
夫の眼の前で…義父に

新 日 本 映 像�� 映画
ノーパンパンスト痴女
群がる痴漢電車

新 日 本 映 像�� 映画 寂しい時は抱きしめて
Ａ Ｍ Ｇ エ ン タ テ イ
ン メ ン ト�� 映画

新日本ニュース
〈密通恋女房 夫の眼の前で…義父と〉

新 日 本 映 像�� 映画
新日本ニュース
〈ノーパンパンスト痴女 群がる痴漢電車〉

新 日 本 映 像�� 映画 後妻と息子 淫ら尻なぐさめて オ ー ピ ー 映 画

介 護 保 険
事業者番号

事 業 者 名 事業者の所在地 申請 (開設) 者名
申請(開設)者
の代表者氏名

指定辞退年月日���������� 医療法人 藤井整形
外科・胃腸科

松阪市大河内町���番
地

医療法人 藤井整
形外科・胃腸科

藤井 一郎 平成��年�月�日



の通知をしたので公告します｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

大規模小売店舗の名称及び所在地

スーパーサンシ川越店

三重郡川越町大字北福崎���－�外�筆����������
大規模小売店舗立地法 (平成��年法律第��号) 第�条第�項の規定に基づき､ 同条第�項の規定により川越町
から聴取した意見及び同条第�項の規定により述べられた意見に配意し､ 及び指針を勘案しつつ､ 当該届出に係
る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地から､ 次の大規模小売店舗については意見を有しない旨

の通知をしたので公告します｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

大規模小売店舗の名称及び所在地

カインズホーム川越店

三重郡川越町大字北福崎���－�外��筆����������
道路法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項の規定により､ 道路の区域を次のとおり変更しました｡
なお､ 関係図面は､ 三重県県土整備部維持管理室に備え置いて､ 告示の日から�週間縦覧に供します｡
平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

第�� 道路の種類 県道� 路 線 名 湯の山温泉線� 道路の区域

第�� 道路の種類 県道� 路 線 名 館町通線� 道路の区域

第�� 道路の種類 一般国道� 路 線 名 ���号� 道路の区域

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(�)

区 間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル

三重郡菰野町大字菰野字三之瀬����番�地内 旧 �.�� ���.��
新 ��.�� ���.��

区 間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル

伊勢市鹿海町字大野間���番�地先から 旧 ��.��～��.�� ���.��
伊勢市鹿海町字門田���番地先まで 新 ��.��～��.�� ���.��

区 間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル

伊賀市下神戸字後川原����番�から 旧 ��.��～��.�� ���.��
伊賀市下神戸字後川原����番�まで 新 ��.��～��.�� ���.��



第�� 道路の種類 県道� 路 線 名 蔵持霧生線� 道路の区域

第�� 道路の種類 県道� 路 線 名 蔵持霧生線� 道路の区域

第�� 道路の種類 県道� 路 線 名 三戸紀伊長島停車場線� 道路の区域

第�� 道路の種類 県道� 路 線 名 三戸紀伊長島停車場線� 道路の区域

第�� 道路の種類 県道� 路 線 名 三戸紀伊長島停車場線� 道路の区域

第�� 道路の種類 県道� 路 線 名 三戸紀伊長島停車場線� 道路の区域

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (�)

区 間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル

伊賀市高尾字廣澤����番�から 旧 �.��～�.�� ���.��
伊賀市高尾字廣澤����番まで 新 �.��～��.�� ���.��

区 間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル

伊賀市霧生字平尾���番�から 旧 �.��～�.�� ��.��
伊賀市霧生字平尾���番�まで 新 �.��～��.�� ��.��

区 間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル

北牟婁郡紀北町紀伊長島区島原字椎原����番�地内 旧 �.��～�.�� ��.��
新 �.��～�.�� ��.��

区 間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル

北牟婁郡紀北町紀伊長島区島原字袖原����番�地内 旧 �.��～�.�� ��.��
新 �.��～��.�� ��.��

区 間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル

北牟婁郡紀北町紀伊長島区島原字袖原����番地先内 旧 �.��～�.�� ��.��
新 �.��～��.�� ��.��



第��� 道路の種類 県道� 路 線 名 三戸紀伊長島停車場線� 道路の区域

����������
道路法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項の規定により､ 次の道路の供用を開始します｡
なお､ 関係図面は､ 三重県県土整備部維持管理室に備え置いて､ 告示の日から�週間縦覧に供します｡
平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

����������
都市計画法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項の規定により､ 都市計画事業の認可をしましたので､ 同法

第��条第�項の規定に基づき､ 次のとおり告示します｡
平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 施行者の名称

鈴鹿市� 都市計画事業の種類及び名称

鈴鹿都市計画道路事業�・�・��号白子駅旭が丘線及び�・�・��号白子柳線� 事業施行期間

平成��年�月��日から平成��年�月��日まで� 事業地� 収用の部分

三重県鈴鹿市白子駅前地内� 使用の部分

なし����������
三重県証紙条例 (昭和��年三重県条例第��号) 第�条第�項の規定により指定した証紙の販売人の証紙の販売

所の新設を次のとおり承認しました｡

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(�)
区 間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル

北牟婁郡紀北町紀伊長島区島原字上平谷����番��地内 旧 �.�� �.��
新 �.�� �.��

区 間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル

北牟婁郡紀北町紀伊長島区島原字山椒谷����番�から 旧 �.��～��.�� ��.��
北牟婁郡紀北町紀伊長島区島原字山椒谷����番�まで 新 �.��～��.�� ��.��

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

県道
亀山鈴鹿線

鈴鹿市道伯町字赤坂����番�から
鈴鹿市道伯町字芒原����番まで 平成��年�月��日

県道
館町通線

伊勢市鹿海町字大野間���番�地先から
伊勢市鹿海町字門田���番地先まで 平成��年�月��日

県道
山添桔梗が丘線

名張市八幡字角田����番�地内 平成��年�月��日
県道
蔵持霧生線

伊賀市高尾字廣澤����番�から
伊賀市高尾字廣澤����番まで 平成��年�月��日



平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

����������
三重県証紙条例 (昭和��年三重県条例第��号) 第�条第�項の規定により指定した証紙の販売人から､ 証紙の
販売所の名称を次のとおり変更する旨の届出がありました｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

����������
三重県証紙条例 (昭和��年三重県条例第��号) 第�条第�項の規定により指定した次の証紙の販売人から､ 次
の証紙の販売所を廃止する旨の届出がありました｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

����������������
公職選挙事務執行規程の一部を改正する告示を次のように定めます｡

平成��年�月��日
三重県選挙管理委員会委員長 大 橋 純 郎

公職選挙事務執行規程の一部を改正する告示

公職選挙事務執行規程 (平成�年三重県選挙管理委員会告示第�号) の一部を次のように改正する｡

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (�)

� � � �

証 紙 の 販 売 人
の 名 称

新 設 す る 証 紙 の 販 売 所
新 設 年 月 日

名 称 所 在 地

松阪農業協同組合
松阪農業協同組合
くろべ支店

松阪市東黒部町天神� 平成��年�月�日
松阪農業協同組合

松阪農業協同組合
粥見支店

松阪市飯南町粥見����－� 平成��年�月��日
伊賀南部農業協同組合

伊賀南部農業協同組合
青山支店

伊賀市阿保��� 平成��年�月�日
証 紙 の 販 売 人
の 名 称

販 売 所 の 名 称 変 更 年 月 日

旧 新

松阪農業協同組合
櫛田支店

松阪農業協同組合
くしだ支店

平成��年�月�日
松阪農業協同組合

松阪農業協同組合
射和支店

松阪農業協同組合
いざわ支店

平成��年�月��日
松阪農業協同組合
川俣支店

松阪農業協同組合
いいたか支店

平成��年�月��日
証紙の販売人
の 名 称

廃 止 す る 証 紙 の 販 売 所 廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

松阪農業協同組合
松阪農業協同組合
西黒部支店

松阪市西黒部町���－�� 平成��年�月��日
松阪農業協同組合

松阪農業協同組合
粥見支店

松阪市飯南町粥見���� 平成��年�月��日
伊賀南部農業協同組合

伊賀南部農業協同組合
名張西支店

名張市夏見���―� 平成��年�月��日
伊賀南部農業協同組合

伊賀南部農業協同組合
桐ヶ丘店

伊賀市桐ヶ丘�－���－� 平成��年�月��日







第��号様式その� (ビラ作成枚数確認書の様式) (第��条関係)

第��号様式の次に次の�様式を加える｡

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)



第��号様式の� (ビラ作成証明書の様式) (第��条関係)

第��号様式その�の次に次の�様式を加える｡

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)





附 則

この告示は､ 公表の日から施行し､ 改正後の公職選挙事務執行規程の規定は平成��年�月��日から適用する｡
三重県政務調査費の交付に関する条例施行規程をここに公布します｡

平成��年�月��日
三重県議会議長 藤 田 正 美����������

三重県政務調査費の交付に関する条例施行規程

(趣旨)

第�条 この規程は､ 三重県政務調査費の交付に関する条例 (平成��年三重県条例第��号｡ 以下 ｢条例｣ という｡)
に基づく政務調査費の交付に関し必要な事項を定めるものとする｡

(会派結成届等)

第�条 条例第�条第�項の会派結成届は第�号様式によるものとし､ 会派異動届は第�号様式によるものとす
る｡� 条例第�条第�項の会派解散届は､ 第�号様式によるものとする｡
(会派等の通知)

第�条 条例第�条に規定する議長から知事への通知は､ 第�号様式により行うものとする｡
(政務調査費の請求)

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)

� � � �



第�条 条例第�条第�項に規定する請求は､ 会派の代表者にあっては第�号様式により､ 議員にあっては第�
号様式により行うものとする｡

(政務調査費の使途基準)

第�条 条例第�条に規定する政務調査費の使途基準は､ 会派に係る政務調査費については別表第�､ 議員に係
る政務調査費については別表第�のとおりとする｡
(旅費の計算方法)

第�条 政務調査費の支出に係る旅費については､ 三重県議会議員の報酬､ 費用弁償及び期末手当に関する条例

(昭和��年三重県条例第��号) 第�条から第�条までに規定する旅費の例により､ 計算することができる｡ こ
の場合において､ 同条例第�条中 ｢職務｣ とあるのは ｢調査研究｣ と､ 同条例第�条第�項から第�項まで及
び第�項中 ｢公務雑費｣ とあるのは ｢調査雑費｣ と､ 同条例第�条第�項及び第�項並びに第�条中 ｢公務上｣
とあるのは ｢調査研究上｣ とする｡

(あん分による支出)

第�条 一の支出を政務調査費及び政務調査費以外の経費により行う場合は､ 合理的な方法により､ 当該支出に

係る額をそれぞれの経費に係る支出の額に明確にあん分しなければならない｡ ただし､ 明確にあん分し難いと

きは､ 一の支出に係る額の�分の�の額を政務調査費に係る支出の額とみなす｡
(収支報告書及び写しの送付)

第�条 条例第��条の収支報告書は､ 会派にあっては第�号様式によるものとし､ 議員にあっては第�号様式に
よるものとする｡� 議長は､ 条例第��条の規定により提出された収支報告書及び証拠書類等の写しを知事に送付するものとする｡� 前項に規定する議長から知事への送付は､ 第�号様式により行うものとする｡
(収支報告書に添付すべき証拠書類等)

第�条 条例第��条第�項第�号に規定する領収書その他の証拠書類は､ 次に掲げる書類とする｡� 領収書� 旅費及び当該旅費に付随する経費の支出に係る内訳を記載した支出計算書 (第��号様式)� 領収書を徴し難い場合の支払確認書 (会派にあっては第��号様式､ 議員にあっては第��号様式)� 条例第��条第�項第�号に規定する別に定める書類は､ 次に掲げる書類とする｡� 政務調査費による支出の額が�件�万円以上の印刷費の支出に係る成果品等の写し� 宿泊を伴う県外における調査研究に係る報告書 (会派にあっては第��号様式､ 議員にあっては第��号様式)
の写し� 調査研究の概要を記載した報告書 (第��号様式) の写し� 条例第��条第�項第�号に規定する領収書その他の証拠書類 (前項第�号に規定する支出計算書を除く｡)
に係る一覧表の写し

(証拠書類等の整理保管)

第��条 会派の代表者及び議員は､ 政務調査費に係るすべての支出に係る証拠書類等の原本を整理保管し､ これ

を条例第��条に規定する当該政務調査費に係る収支報告書の提出期限の翌日から起算して�年を経過する日ま
で保存しなければならない｡

(閲覧)

第��条 条例第��条第�項に規定する収支報告書及び証拠書類等の写し (以下 ｢閲覧書類｣ という｡) の閲覧は､
次に掲げる方法により行うものとする｡� 閲覧に供する開始日は､ 収支報告書を提出すべき期限の翌日から起算して��日を経過した日の翌日とする｡� 閲覧に供する場所は､ 三重県議会議事堂�階議会図書室とする｡� 閲覧に供する時間は､ 午前�時��分から正午まで及び午後�時から午後�時までとする｡ ただし､ 三重県
の休日を定める条例 (平成元年三重県条例第�号) 第�条第�項に規定する県の休日は閲覧を行わない｡� 議長は､ 特に必要があると認めるときは､ 閲覧を休止し､ 又は閲覧時間を短縮することができる｡� 閲覧者は､ 次に掲げる事項を遵守しなければならない｡� 閲覧書類を丁寧に取り扱うとともに､ これを汚損し､ 若しくは破損し､ 又は改ざんしないこと｡� 閲覧場所には､ カメラ､ コピー機器及び危険物その他の閲覧者の迷惑になるものを持ち込まないこと｡� 閲覧場所では､ 談話､ 飲食､ 喫煙その他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと｡� その他係員の指示に従うこと｡

附 則

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)



この規程は､ 平成��年�月�日から施行する｡平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)



別表第� (第�条関係)平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)



別表第� (第�条関係)平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)



第�号様式 (第�条第�項関係)平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)



第�号様式 (第�条第�項関係)平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)



第�号様式 (第�条第�項関係)平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)



第�号様式 (第�条関係)平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)



第�号様式 (第�条関係)平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)



第�号様式 (第�条関係)平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)



第�号様式 (第�条第�項関係)平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)



平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)



第�号様式 (第�条第�項関係)平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)



平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)



第�号様式 (第�条第�項関係)平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)



第��号様式 (第�条第�項第�号関係)平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)



第��号様式 (第�条第�項第�号関係)平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)



第��号様式 (第�条第�項第�号関係)平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)



第��号様式 (第�条第�項第�号関係)平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)



第��号様式 (第�条第�項第�号関係)平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)



第��号様式 (第�条第�項第�号関係)平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)



���������
地方自治法 (昭和��年法律第��号) 第���条の��第�項の規定に基づき､ 三重県知事から平成��年度包括外部

監査の結果に基づき講じた措置について通知がありましたので､ 同項の規定により次のとおり公表します｡

平成��年�月��日
三重県監査委員 鈴 木 周 作

三重県監査委員 福 山 瞳

三重県監査委員 岡 部 栄 樹

三重県監査委員 秋 月 功

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)� � � � � �







平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)





平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)





平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)



平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)











平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)







平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)

















平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)



土地改良法 (昭和��年法律第���号) 第��条第��項の規定により､ 次の土地改良区から役員の就任の届出があ
りました｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

漕代土地改良区 (松阪市早馬瀬町��番地�)
就任理事

松阪市稲木町����番地 青 木 一 浩

土地改良法 (昭和��年法律第���号) 第��条第��項の規定により､ 次の土地改良区から役員の就任の届出があ
りました｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

四十九東部土地改良区 (伊賀市四十九町����番地)
就任理事

伊賀市四十九町����番地 平 松 典

土地改良法 (昭和��年法律第���号) 第��条第��項の規定により､ 次の土地改良区から役員の退任及び就任の
届出がありました｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

阿山町土地改良区 (伊賀市馬場����番地)
退任理事

伊賀市上友田����番地 川 瀬 忠 徳

〃 東湯舟����番地 山 尾 昭 一

〃 西湯舟����番地 中 山 辰 治

〃 中友田����番地 中 出 尚

〃 下友田����番地の� 川 合 基 介

〃 〃 ���番地 城 一 郎

〃 湯舟����番地の� 奥 邦 雄

〃 玉滝����番地 徳 村 正

〃 〃 ����番地の� 高 田 雅 弘

〃 〃 ����番地の� 岩 島 健 一

〃 〃 ����番地 尾 崎 勲

〃 内保����番地 幾 世 徳 郎

〃 槇山����番地の� 谷 本 渉

〃 石川����番地 橋 本 直 坦

〃 波敷野���番地 藤 原 利 憲

〃 田中��番地 山 本 慎 一

〃 馬田���番地の� 森 本 �
〃 馬場���番地 宮 下 博 義

退任監事

伊賀市上友田����番地 城 征 衛

〃 玉滝����番地 大 路 均

〃 川合����番地 藤 井 訓 文

就任理事

伊賀市上友田����番地 城 征 衛

〃 東湯舟����番地 山 尾 昭 一

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��) � �



伊賀市西湯舟����番地の� 森 田 至 郎

〃 中友田���番地の� 橋 本 忠 男

〃 下友田����番地 松 村 � 弘

〃 〃 ���番地 城 一 郎

〃 湯舟����番地の� 奥 邦 雄

〃 玉滝����番地 徳 村 正

〃 〃 ����番地の� 藤 森 耕 一

〃 〃 ����番地 広 瀬 康 夫

〃 〃 ����番地 西 田 幸 男

〃 内保����番地 藏 田 信 一

〃 槇山����番地の� 谷 本 渉

〃 石川����番地 橋 本 直 坦

〃 波敷野���番地 稲 林 武 久

〃 馬田���番地の� 森 本 �
〃 川合����番地 山 村 治

〃 円徳院����番地 福 田 一 介

就任監事

伊賀市上友田����番地 川 瀬 忠 徳

〃 玉滝����番地 藤 澤 壽 一

〃 千貝���番地の� 稲 垣 幸 弘

土地改良法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項の規定により､ 赤目土地改良区 (名張市赤目町丈六���番地
の�) の定款の変更を認可しました｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

土地改良法 (昭和��年法律第���号)第��条第�項の規定により､ 服部川沿岸土地改良区 (伊賀市上野丸之内��
番地の�) の定款の変更を認可しました｡
平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

土地改良法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項の規定により､ 阿山町土地改良区 (伊賀市馬場����番地)
の定款の変更を認可しました｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

土地改良法 (昭和��年法律第���号) 第��条の�第�項の規定により､ 県営中山間地域総合整備事業紀南地区
和田換地区の換地計画を定めましたので､ 当該決定に係る関係書類を次のとおり縦覧に供します｡

なお､ この計画については､ 土地改良法第��条の�第�項において準用する同法第��条第�項の規定に基づき､
縦覧期間満了の日の翌日から起算して��日以内に三重県知事に異議申立てをすることができます｡ また､ 土地改
良法第��条の�第�項において準用する同法第��条第�項の規定による決定に不服がある者は､ 同法第��条の�
第�項において準用する同法第��条第��項の規定に基づき､ 三重県を被告として､ 決定があったことを知った日
の翌日から起算して�か月以内に異議申立て決定に対する取消しの訴えを提起することができます｡
平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 縦覧に供すべき書類の名称

換地計画書の写� 縦覧の期間

平成��年�月�日から平成��年�月��日まで� 縦覧の場所

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)



熊野市役所

都市計画法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項の規定により､ 都市計画事業の事業計画の変更認可を受け
ましたので､ 同法第��条の規定により､ 次のとおり公告します｡
平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 都市計画事業の種類及び名称

四日市都市計画､ 鈴鹿都市計画及び亀山都市計画下水道事業北勢沿岸流域下水道 (南部処理区)� 施行者の名称

三重県� 事務所の所在地

三重県四日市市新正�丁目��－�
北勢流域下水道事務所� 事業地の所在

事業地を表示する図面において表示します｡

都市計画法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 都市計
画の図書の写しの送付を受けたので､ 同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 当該
都市計画の図書の写しを公衆の縦覧に供します｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 都市計画の種類及び名称

南勢都市計画公園�・�・�号 五ヶ所公園� 縦覧場所

三重県県土整備部都市政策室

都市計画法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 都市計
画の図書の写しの送付を受けたので､ 同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 当該
都市計画の図書の写しを公衆の縦覧に供します｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 都市計画の種類及び名称

嬉野都市計画公園�・�・�号 ホオジ公園�・�・�号 フケ公園�・�・�号 藤末公園� 縦覧場所

三重県県土整備部都市政策室

都市計画法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 都市計
画の図書の写しの送付を受けたので､ 同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 当該
都市計画の図書の写しを公衆の縦覧に供します｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 都市計画の種類及び名称

嬉野都市計画下水道

流域関連松阪市嬉野公共下水道� 縦覧場所

三重県県土整備部都市政策室
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都市計画法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 都市計
画の図書の写しの送付を受けたので､ 同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 当該
都市計画の図書の写しを公衆の縦覧に供します｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 都市計画の種類及び名称

嬉野都市計画火葬場

第�号 嬉野斎場� 縦覧場所

三重県県土整備部都市政策室

都市計画法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 都市計
画の図書の写しの送付を受けたので､ 同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 当該
都市計画の図書の写しを公衆の縦覧に供します｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 都市計画の種類及び名称

嬉野都市計画地区計画

中川駅周辺地区

黒田西部�地区
天花寺テクノランド地区� 縦覧場所

三重県県土整備部都市政策室

都市計画法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 都市計
画の図書の写しの送付を受けたので､ 同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 当該
都市計画の図書の写しを公衆の縦覧に供します｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 都市計画の種類及び名称

三雲都市計画市場

第�号 三重県中央卸売市場� 縦覧場所

三重県県土整備部都市政策室

都市計画法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 都市計
画の図書の写しの送付を受けたので､ 同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 当該
都市計画の図書の写しを公衆の縦覧に供します｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 都市計画の種類及び名称

三雲都市計画下水道

流域関連松阪市三雲公共下水道� 縦覧場所

三重県県土整備部都市政策室

次のとおり一般競争入札を行いますので､ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則 (平成�年三重

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)

� � � � � �



県規則第��号) 第�条の規定により公告します｡
平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 入札に付する事項� 委託業務名

ネットＤＥ研修システム一式の賃貸借及び保守・運用に関する業務委託� 委託業務の特質等

委託業務に関し､ 三重県知事が入札説明書 (仕様書) で指定する特質等を有することが必要です｡� 履行期間

別紙 ｢仕様書｣ のとおり� 委託業務履行場所

ｅラーニングシステム・サーバ機器は別途指定するハウジングサービス会社

映像収録機材は三重県総合教育センター� 入札参加者及び落札者に必要な資格� 当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと｡� 三重県から入札参加資格(指名)停止を受けている期間中でない者であること｡� 三重県物件関係落札資格停止要綱により落札停止措置を受けている期間中である者及び同要綱に定める落

札資格停止要件に該当する者でないこと｡� 三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について未納のない者であること｡� 入札者に求められる義務

入札に参加を希望する者は､�から�に掲げる証明書等を平成��年�月��日 (水) 午後�時までに�の�の
場所に提出し､ 入札参加資格確認結果の通知を受けなければなりません｡ また､ 落札候補者にあっては､ 入札

実施後に�から�の書類を提出してください｡
なお､ 提出した証明書等について説明を求められた場合は､ これに応じなければなりません｡� 三重県物件関係競争入札参加及び落札資格に関する要綱第�条第�項に定める申請書� 次に掲げるいずれかの書類

ア 法人にあっては､ 法務局発行の ｢登記簿謄本｣､ ｢現在事項証明書｣又は ｢履歴事項証明書｣ の写し

イ 個人にあっては､ 申請者の本籍地市区町村長発行の ｢身分証明書｣ 及び東京法務局発行の｢登記されて

いないことの証明書｣ の写し� 納入物品等一覧表

入札希望者が提案するシステムの全容がわかる資料 (様式任意)� 入札説明書(仕様書)に示す特質等を有することを示す機能証明書

同等の機能を有することを証明する資料または製品の見本等を意味し､ 基本システムが仕様を満たさない

場合のカスタマイズ等解決策を示す資料を含む (様式任意)� 消費税及び地方消費税についての｢納税証明書 (その� 未納税額のない証明用)｣ (所管税務署が過去�
月以内に発行したものです｡) の写し� 三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては､ ｢納税確認書｣ (三重県の県税事務所が過去�
月以内に発行したものです｡) の写し� 当該物品に係る迅速なアフターサービス及びメンテナンス体制が整備されていることを証明する書類 (様

式任意)

アフターサービス対応業者名､ 受付窓口､ 保守拠点等を明記した証明書� 中級以上のＳＥ (ソフトウェア開発技術者､ または第一種情報処理技術者以上もしくは経験�年以上) 人
数 (様式任意)｡ ただし､ 三重県・愛知県内に配備されているＳＥ� 入札手続等に関する事項� 担当部局

〒���－���� 三重県津市広明町��番地
三重県出納局出納総務室契約調整グループ 担当 三宅

電話 ���－���－���� ファクシミリ ���－���－����� 契約条項を示す場所

〒���－���� 三重県津市大谷町��番地
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三重県教育委員会事務局研修指導室ＩＴ研修グループ 担当 大立目 (おおたちめ)

電話 ���－���－���� ファクシミリ ���－���－����� 入札説明書 (仕様書) の配布方法�の場所で､ 平成��年�月��日 (金) から同年�月��日 (水) まで (三重県の休日を定める条例 (平成元
年三重県条例第�号) 第�条に規定する休日を除きます｡) の午前�時��分から午後�時まで配布します｡� 入札説明会の日時及び場所

日時 平成��年�月��日 (火) 午前��時から
場所 三重県津市大谷町��番地

三重県総合教育センター 情報教育棟�階 情報講義室� 入札参加資格確認結果の通知

平成��年�月��日 (水) までに通知します｡� 入札書提出の日時及び場所

日時 平成��年�月�日 (木) 午前��時��分
場所 三重県津市広明町��番地 三重県庁 �階 ���会議室
ただし､ 郵送による入札については､ 平成��年�月�日 (水) 午後�時までに､�の場所へ書留郵便で必

着としてください｡� 開札の日時及び場所

日時 入札書の提出後､ 直ちに行います｡

場所 �に同じです｡� 入札方法等に関する事項

ア 入札は､ 本人又はその代理人が行ってください｡ ただし､ 代理人が入札する場合には､ 入札前に委任状

を提出してください｡

イ 入札書の記載

入札書の記載に当たっては､ 入札書に記載された金額の���分の�に相当する額を加算した金額 (当該

金額に�円未満の端数があるときは､ その端数金額を切り捨てた金額) をもって契約金額としますので､
入札者は､ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず､ 契約希望金額

の���分の���に相当する金額を記載するものとします｡
ウ 入札保証金

入札保証金は､ 入札価格の���分の�以上の額とします｡ ただし､ 三重県会計規則 (平成��年三重県規
則第��号｡ 以下 ｢規則｣ といいます｡) 第��条第�項各号のいずれかに該当する場合は､ 免除します｡
エ 契約保証金

契約保証金は､ 契約金額の���分の��以上の額とします｡ ただし､ 規則第��条第�項各号のいずれかに
該当する場合は､ 免除します｡

オ 落札者の決定方法

落札者は､ 本公告に示した業務を履行できると三重県知事が判断した入札者であって､ 規則第��条の規
定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とします｡

カ 入札の無効

本公告に示した入札参加者及び落札者に必要な資格のない者､ 入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者及び規則第��条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は､ 無効とします｡� その他� 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本通貨に限ります｡� 契約書作成の要否

要� 入札の中止

天災その他止むを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは､ 入札を中止します｡� 詳細は､ 入札説明書 (仕様書) によります｡� Summary� Nature and Quantity of the Products to be Purchased：

E-Learning System for the teachers' training, �set
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Subject matter of contract:

Management Support service of the E-Learning System� Date and Time for the Open Bidding：

The meeting for the open bidding will begin promptly at ��:��A.M.
on Thursday, June, �, ����.
Bids submitted by registered mail must be received by �:��P.M.
on Wednesday, June, �, ����� Managing Authority：

Accounting Division, Treasury Bureau, Mie Prefecture��Komei-cho, Tsu city, Mie, ���－����, Japan
℡:���－���－����

次のとおり一般競争入札を行いますので､ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則 (平成�年三重
県規則第��号) 第�条の規定により公告します｡
平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 入札に付する事項� 委託業務名

平成��～��年度三重県桑名庁舎清掃警備業務� 委託業務の特質等

委託業務に関し､ 三重県知事が入札説明書 (仕様書) で指定する特質等を有することが必要です｡� 委託期間

平成��年�月�日 (日) から平成��年�月��日 (水) までとします｡� 委託業務履行場所

三重県桑名市中央町�丁目�� 地内 三重県桑名庁舎� 入札参加者及び落札者に必要な資格� 当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと｡� 三重県から入札参加資格 (指名) 停止を受けている期間中でない者であること｡� 三重県物件関係落札資格停止要綱により落札停止措置を受けている期間中である者及び同要綱に定める落

札資格停止要件に該当する者でないこと｡� 三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について未納のない者であること｡� 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (昭和��年法律第��号) 第��条の�第�項第�号及び第�
号並びに同項第�号若しくは第�号又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法
律 (平成��年法律第���号) 附則第�条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前
の建築物における衛生的環境の確保に関する法律第��条の�第�項第�号に掲げるすべての事業について都
道府県知事の登録を受けている者又は入札時までに登録を受ける見込みのある者であること｡� 当該業務にかかる建築物の専任とすることのできる建築物環境衛生管理技術者を有する者であること｡� 過去��年間に､ 事務所等の建築物で延べ面積�,���㎡以上の規模のものにおいて､ 清掃業務を通算�年�
箇月以上誠実に履行した実績を有する者であること｡� 警備業法 (昭和��年法律第���号) 第�条の規定による公安委員会の認定を受けている者であること｡� 警備業務の実施体制の内､ �名以上は警備業法による常駐警備の検定�級又は�級の資格を有する者であ
ること｡ ただし､ 警備員指導教育責任者 (�号警備) が実施体制の警備員への指導報告書を四半期ごとに提
出する場合はこの限りではない｡� 手形交換所により取引停止処分を受けている者でないこと｡� 入札者に求められる義務

入札に参加を希望する者は､ �及び�に掲げる証明書等を平成��年�月��日 (木) 午後�時までに�の�の
場所に提出し､ 入札参加資格確認結果の通知を受けなければなりません｡ また､ 落札候補者にあっては､ 入札

実施後に�から�の書類を提出してください｡
なお､ 提出した証明書等について説明を求められた場合は､ これに応じなければなりません｡� 三重県物件関係競争入札参加及び落札資格に関する要綱第�条第�項に定める申請書
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� 次に掲げるいずれかの書類

ア 法人にあっては､ 法務局発行の ｢登記簿謄本｣､ ｢現在事項証明書｣ 又は ｢履歴事項証明書｣ の写し

イ 個人にあっては､ 申請者の本籍地市区町村長発行の ｢身分証明書｣ 及び東京法務局発行の ｢登記されて

いないことの証明書｣の写し� 消費税及び地方消費税についての｢納税証明書 (その� 未納税額のない証明用)｣ (所管税務署が過去�
月以内に発行したものです｡ ) の写し� 三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては､ ｢納税確認書｣ (三重県の県税事務所が過去�
月以内に発行したものです｡ ) の写し� 過去��年間において当該業務と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し､ 当該契約を履行した実績の
有無を示す書面� 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第��条の�第�項第�号及び第�号並びに同項第�号若し
くは第�号 (旧第�号) の登録を受けていることを証明する書類の写し� 当該業務にかかる建築物の専任とすることのできる建築物環境衛生管理技術者に関する調書� 警備業法第�条の規定による認定を受けていることを証明する書類の写し� 常駐警備の検定�級又は�級の資格を受けていることを証明する書類の写し又は警備員指導教育責任者
(�号警備) であることを証明する書類の写し� 入札手続等に関する事項� 担当部局

〒���－���� 三重県桑名市中央町�丁目��
三重県出納局会計支援室地域出納グループ桑名市駐在 担当 中村

電話 ����－��－���� ファクシミリ ����－��－����� 契約条項を示す場所

〒���－���� 三重県桑名市中央町�丁目��
三重県桑名県民センター県民防災室総務・生活課 担当 川地

電話 ����－��－���� ファクシミリ ����－��－����� 入札説明書 (仕様書) の配布方法�の場所で､ 平成��年�月��日 (金) から同年�月��日 (月) まで (三重県の休日を定める条例 (平成元
年三重県条例第�号) 第�条に規定する休日を除きます｡) の午前�時��分から午後�時��分まで配布します｡� 入札参加資格確認結果の通知

平成��年�月�日 (火) までに通知します｡� 入札書提出の日時及び場所

日時 平成��年�月�日 (金) 午前��時��分
場所 三重県桑名市中央町五丁目�� 三重県桑名庁舎附属棟 �階 第�会議室
ただし､ 郵送による入札については､ 平成��年�月�日 (木) 午後�時までに､ �の場所へ書留郵便､ 簡
易書留郵便､ 配達証明等 (民間事業者による信書便で書留郵便に準ずると認められるものを含む｡) で必着

としてください｡ なお､ 郵送により入札書を提出した場合は､ 開札後に直ちに行う再度入札については辞退

したものとして取り扱います｡� 開札の日時及び場所

日時 入札書の提出後､ 直ちに行います｡

場所 �に同じです｡� 入札方法等に関する事項

ア 入札は､ 本人又はその代理人が行ってください｡ ただし､ 代理人が入札する場合には､ 入札前に委任状

を提出してください｡

イ 入札書の記載

入札書の記載に当たっては､ 入札書に記載された金額の���分の�に相当する額を加算した金額 (当該

金額に�円未満の端数があるときは､ その端数金額を切り捨てた金額) をもって契約金額としますので､
入札者は､ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず､ 契約希望金額

の���分の���に相当する金額を記載するものとします｡
ウ 入札保証金

入札保証金は､ 入札価格の���分の�以上の額とします｡ ただし､ 三重県会計規則 (平成��年三重県規
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則第��号｡ 以下 ｢規則｣ といいます｡) 第��条第�項各号のいずれかに該当する場合は､ 免除します｡
エ 契約保証金

契約保証金は､ 契約金額の���分の��以上の額とします｡ ただし､ 規則第��条第�項各号のいずれかに
該当する場合は､ 免除します｡

オ 落札者の決定方法

落札者は､ 本公告に示した業務を履行できると三重県知事が判断した入札者であって､ 規則第��条の規
定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とします｡ ただ

し､ 基準価格に満たない額で入札した者は､ 最低の価格をもって入札した者であっても､ 落札者とならな

い場合があります｡ 基準価格に満たない額による入札を行った者がある場合は､ 落札者の決定は ｢保留｣

とし､ ｢三重県請負契約業務に係る低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の実施要領｣ に基づき調査

を実施し､ 失格となった者以外の者のうち予定価格の範囲内において､ 最低価格をもって入札を行った者

を落札者とします｡

カ 入札の無効

本公告に示した入札参加者及び落札者に必要な資格のない者､ 入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者及び規則第��条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は､ 無効とします｡� その他� 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本通貨に限ります｡� 契約書作成の要否

要� 入札の中止

天災その他止むを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは､ 入札を中止します｡� 本委託業務において､ 警備業務にあっては再委託できません｡ また､ 清掃業務にあっては､ 日常清掃業務

及び業務委託額の�分の�を超える額の再委託はできません｡� 詳細は､ 入札説明書 (仕様書) によります｡� Summary� Nature and Quantity of the Products to be Purchased：

Cleaning and Security Service of Kuwana Bureau Building of Mie Prefecture� Term of the contract:

From July �, ����through March ��, ����� Date and Time for the Open Bidding：

The meeting for the open bidding will begin promptly at ��:��A.M. on Wednesday, June ,�,����.
Bids submitted by registered mail must be received by �:��P.M. on Tuesday, June, �, ����� Managing Authority：

Accounting Support Division, Treasury Bureau, Mie Prefecture�－��Tyuou－tyou, Kuwana city, Mie, ���－����, Japan
℡:����－��－����

次のとおり一般競争入札を行いますので､ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則 (平成�年三重
県規則第��号) 第�条の規定により公告します｡
平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 入札に付する事項� 委託業務名

平成��～��年度三重県尾鷲庁舎清掃及び警備業務� 委託業務の特質等

委託業務に関し､ 三重県知事が入札説明書 (仕様書) で指定する特質等を有することが必要です｡� 委託期間

平成��年�月�日 (日) から平成��年�月��日 (水) までとします｡
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� 委託業務履行場所

三重県知事が入札説明書 (仕様書) で指定する場所� 入札参加者及び落札者に必要な資格� 当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと｡� 三重県から入札参加資格(指名)停止を受けている期間中でない者であること｡� 三重県物件関係落札資格停止要綱により落札停止措置を受けている期間中である者及び同要綱に定める落

札資格停止要件に該当する者でないこと｡� 三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について未納のない者であること｡� 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (昭和��年法律第��号) 第��条の�第�項第�号及び第�
号並びに同項第�号若しくは第�号又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法
律 (平成��年法律第���号) 附則第�条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前
の建築物における衛生的環境の確保に関する法律第��条の�第�項第�号に掲げるすべての事業について都
道府県知事の登録を受けている者又は入札時までに登録を受ける見込みのある者であること｡� 当該業務にかかる建築物の専任とすることのできる建築物環境衛生管理技術者を有する者であること｡� 過去��年間に､ 事務所等の建築物で延べ床面積�,���㎡以上の規模のものにおいて､ 清掃業務を通算�年�箇月以上誠実に履行した実績を有する者であること｡� 警備業法 (昭和��年法律第���号) 第�条の規定による公安委員会の認定を受けている者であること｡� 警備業務の実施体制の内､ �名以上は警備業法による常駐警備の検定�級又は�級の資格を有する者であ
ること｡ ただし､ 警備員指導教育責任者 (�号警備) が実施体制の警備員への指導報告書を四半期ごとに提
出する場合はこの限りでない｡� 手形交換所により取引停止処分を受けている者でないこと｡� その他入札説明書 (仕様書) に示す条件を満たす者であること｡� 入札者に求められる義務

入札に参加を希望する者は､�及び�に掲げる証明書等を平成��年�月��日 (月) 午後�時までに�の�の
イの場所に提出し､ 入札参加資格確認結果の通知を受けなければなりません｡

また､ 落札候補者にあっては､ 入札実施後に�から�に掲げる書類を提出してください｡
なお､ 提出した証明書等について説明を求められた場合は､ これに応じなければなりません｡� 三重県物件関係競争入札参加及び落札資格に関する要綱第�条第�項に定める申請書� 次に掲げるいずれかの書類

ア 法人にあっては､ 法務局発行の ｢登記簿謄本｣､ ｢現在事項証明書｣又は ｢履歴事項証明書｣ の写し

イ 個人にあっては､ 申請者の本籍地市区町村長発行の ｢身分証明書｣ 及び東京法務局発行の ｢登記されて

いないことの証明書｣ の写し� 消費税及び地方消費税についての｢納税証明書 (その� 未納税額のない証明用) ｣(所管税務署が過去�月
以内に発行したものです｡) の写し� 三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては､ ｢納税確認書｣ (三重県の県税事務所が過去�
月以内に発行したものです｡) の写し� その他入札説明書 (仕様書) に示す書類の写し� 入札手続等に関する事項� 担当部局

ア 入札に関する事務を担当する部局

〒���－���� 三重県尾鷲市坂場西町�番�号
三重県出納局会計支援室地域出納グループ (尾鷲市駐在) 担当 鈴木､ 川端､ 森田

電話 ����－��－���� ファクシミリ ����－��－����
イ 委託業務の仕様等及び契約に関する事務を担当する部局

〒���－���� 三重県尾鷲市坂場西町�番�号
三重県尾鷲県民センター県民防災室 総務課 担当 小池

電話 ����－��－���� ファクシミリ ����－��－����� 契約条項を示す場所�のイに同じです｡� 入札説明書 (仕様書) の配布方法
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�のイの場所で､ 平成��年�月��日 (金) から同年�月��日 (月) まで (三重県の休日を定める条例 (平
成元年三重県条例第�号) 第�条に規定する休日を除きます｡) の午前�時��分から午後�時まで配布しま
す｡� 入札参加資格確認結果の通知

平成��年�月��日 (月) までに通知します｡� 入札書提出の日時及び場所

日時 平成��年�月��日 (火) 午後�時��分
場所 三重県尾鷲市坂場西町�番�号 三重県尾鷲庁舎 �階 ���会議室
ただし､ 郵送による入札については､ 平成��年�月��日 (月) 午後�時までに､�のアの場所へ書留郵便

で必着としてください｡� 開札の日時及び場所

日時 入札書の提出後､ 直ちに行います｡

場所 �に同じです｡� 入札方法等に関する事項

ア 入札は､ 基準価格を設定しており､ 基準価格に満たない額による入札を行った者については､ 低入札価

格調査を行います｡ 調査の対象者となった場合においては､ 三重県の行う調査に協力しなければなりませ

ん｡

イ 入札は､ 本人又はその代理人が行ってください｡ ただし､ 代理人が入札する場合には､ 入札前に委任状

を提出してください｡

ウ 入札書の記載

入札書の記載に当たっては､ 入札書に記載された金額の���分の�に相当する額を加算した金額 (当該

金額に�円未満の端数があるときは､ その端数金額を切り捨てた金額) をもって契約金額としますので､
入札者は､ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず､ 契約希望金額

の���分の���に相当する金額を記載するものとします｡
エ 入札保証金

入札保証金は､ 入札価格の���分の�以上の額とします｡ ただし､ 三重県会計規則 (平成��年三重県規
則第��号｡ 以下 ｢規則｣ といいます｡) 第��条第�項各号のいずれかに該当する場合は､ 免除します｡
オ 契約保証金

契約保証金は､ 契約金額の���分の��以上の額とします｡ ただし､ 規則第��条第�項各号のいずれかに
該当する場合は､ 免除します｡

カ 落札者の決定方法

落札者は､ 本公告に示した業務を履行できると三重県知事が判断した入札者であって､ 規則第��条の規
定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とします｡ ただ

し､ 基準価格未満の額で入札した者は､ 最低の価格をもって入札した者であっても､ 落札者とならない場

合があります｡ 基準価格未満の額による入札を行った者がある場合は､ 落札者の決定は ｢保留｣ とし､

｢三重県請負契約業務に係る低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の実施要領｣ に基づき調査を実施

し､ 失格となった者以外の者のうち予定価格の範囲内において､ 最低価格をもって入札を行った者を落札

者とします｡

キ 入札の無効

本公告に示した入札参加者及び落札者に必要な資格のない者､ 入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者及び規則第��条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は､ 無効とします｡� その他� 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本通貨に限ります｡� 契約書作成の要否

要� 入札の中止

天災その他止むを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは､ 入札を中止します｡� 再委託の制限

本委託業務においては､ 警備業務にあっては再委託はできません｡ また清掃業務にあっては､ 日常清掃業
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務及び業務委託額の�分の�を超える額の再委託はできません｡� 詳細は､ 入札説明書 (仕様書) によります｡� Summary� Nature and Quantity of the Products to be Purchased：

Cleaning and Security Service of Owase Bureau Building of Mie Prefecture for fiscal year ����
to ����.� Date and Time for the Open Bidding：

The meeting for the open bidding will begin promptly at �:��P.M. on Tuesday, June, ��, ����.
Bids submitted by registered mail must be received by �:��P.M. on Monday, June, ��, ����.� Managing Authority：

Accounting Support Division, Treasury Bureau,Mie Prefecture�－�Sakabanishimachi,Owase city,Mie,���-����,Japan
℡：����－��－����� � � �

就職基礎能力速成講座及び産業人材育成事業教育訓練等実施業務に係る委託契約を締結するに当たり､ 次のと

おり企画提案書の募集を行います｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 公募対象事業� 名称

就職基礎能力速成講座及び産業人材育成事業教育訓練等実施業務� 目的

若年求職者を対象として､ 就職を支援するための講座を県内�地域 (北勢地域､ 中勢地域及び南勢地域)
において実施し､ これら若年求職者の早期の就職促進を図ります｡� 委託内容

ア 厚生労働省 ｢若年者就職基礎能力支援事業 (ＹESプログラム)｣ 認定講座 (若しくは同程度の内容のも

の) の実施

イ パソコン実務講座の実施

ウ 製造業に従事するうえで必要とされる基礎的な技術や知識の習得を目的としたカリキュラムの開発及び

講座の実施

エ 企業へのインターンシップの実施

オ キャリアカウンセラーの派遣

カ 広報の実施� 参加資格に関する事項

次に掲げる条件をすべて満たした者とします｡� 当該企画提案コンペに係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと｡� 三重県から入札参加資格(指名)停止を受けている期間中でない者であること｡� 三重県物件関係落札資格停止要綱により落札停止措置を受けている期間中である者及び同要綱に定める落

札資格停止要件に該当する者でないこと｡� 三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について未納のない者であること｡� 過去�年以内に三重､ 愛知､ 岐阜県内において本業務に類似した若年者就職支援講座等を履行した実績を
有する者であること｡� �の説明会に参加できる者であること｡� 最優秀提案者決定の評価基準

企画提案の独創性､ 企画性､ 経済性及び目的の合致� 企画提案関係書類の配布方法

企画提案に係る書類を次のとおり配布します｡� 配布期間 平成��年�月��日 (金)から同年�月��日 (金)まで (三重県の休日を定める条例 (平成元年三
重県条例第�号) 第�条に規定する休日を除きます｡) の午前�時から午後�時まで配布します｡
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� 配布場所 三重県津市広明町��番地
三重県生活部勤労・雇用支援室� 配布書類

ア 企画提案コンペ参加資格確認書兼誓約書

イ 企画提案コンペ参加要領� 説明会の開催

企画提案を希望する者については､ 次のとおり説明会を開催します｡

なお､ 説明会に参加できる人数は�社あたり�名までとします｡� 日時 平成��年�月��日 (金) 午後�時��分� 場所 三重県津市広明町��番地
三重県生活部相談室 (三重県庁�階)� 説明会後のスケジュール� 企画提案書の提出

ア 様式及び内容 企画提案コンペ参加要領で指定のものとします｡

イ 提出期限 平成��年�月��日 (木) 午後�時
ウ 提出場所 �の�と同じです｡
エ 提出方法 ウの場所へ持参してください｡� プレゼンテーション

企画提案書の提出後､ 審査を実施し最優秀提案者を決定し､ その結果を各提案者に文書で通知します｡� 委託契約の締結

最優秀提案者と契約条件を協議の上､ 委託契約を締結します｡� その他� 企画書提案及び契約の手続において使用する言語及び通貨については､ 日本語及び日本国通貨に限ります｡� 契約書作成の要否

要� 提出された各提案書は､ 返還しません｡� 企画提案書の作成及び提出等に要する経費については､ 各提案者の負担とします｡� 担当部局

〒���－���� 三重県津市広明町��番地
三重県生活部勤労・雇用支援室 担当 河村

電話 ���－���―����
ファクシミリ ���－���－����

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)

毎 週 火､ 金 曜 日 発 行
購読料 (送料並びに消費税及び地方税含む｡)�箇 月 �,���円�箇 年 ��,���円
三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡
http://www.pref.mie.jp/

平成��年�月��日発行
津市広明町��番地� � �
印刷・販売 株 式 会 社 伊 勢 出 版

〒�������津市藤方亀の越���
TEL����������(代) FAX����������
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